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「路線バスに係る車いす事故対策検討会」 概要

背景・目的

• 共生社会の実現に向けて障害者差別解消法が制定され、社会的障壁を取り除くことが社会の責務であるという「障害の社会モデル」の理解を促進し、
心のバリアフリーを進めていくことが求められている。また、交通分野においては、心のバリアフリーに係るソフト対策等を強化するためにバリアフ
リー法が改正された。加えて、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機として、官民においてバリアフリー推進の機運がさらに高まっている。

• その中で、路線バスにおける車いす使用者の安全確保に向けて、令和２年６月に、障害者団体、バス事業者団体、有識者等から構成される本検討
会を立ち上げ、現状把握、論点整理を行い、課題と対策の方向性をとりまとめた。
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◎
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（五十音順、敬称略）

検討会開催状況

第１回 ： 令和２年６月２４日（水） 路線バスに係る車いす事故の現状・主な論点の整理等

第２回 ： 同年９月３日（木） 路線バスに係る車いす乗車の実態、取組みに関するヒアリング

第３回 ： 同年１２月３日（木） とりまとめ（対応策）案に係る意見交換
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「路線バスに係る車いす事故対策検討会」 概要

課題と対策の方向性

車いす固定に関するバス利用者の受容性

本検討会でとりまとめた対策を次期「事業用自動車総合安全プラン」に取り入れ、定期的にフォローアップを実施して取組みを進めていく。

車いす固定には所定のスペースが必要であり、一定の時間を要することについて、広く
国民に理解を深めるようなポスターや動画等を作成し周知する。

バス事業者等が開催する一般参加型イベント等の機会を通じて、車いす固定等に関する
バス利用者の受容性を高める。

車いす固定に関する関係者間の情報共有
車いす固定箇所のわかりやすい表示が円滑な固定に繋がることを、関係者に周知する。

車いすメーカーに対して、車いす固定の重要性について理解を得るとともに、バス利用に
あたっての個々のニーズの把握について協力を依頼する。

車いす使用者に係る事故実態について
の把握

事故報告内容の拡充に向けて、自動車事故報告規則を見直し、車いす事故の更なる
分析、対策の検討を行う。

車いす固定時の対応に関する運転者への
教育の必要性

車いすの固定方法や、車いす固定の重要性に関するコンテンツ（動画等）を作成し、運転
者への指導・教育に活用する。

指導監督マニュアルにおいて、車いす固定に必要な内容を充実させ、また、車いす使用
者とのコミュニケーションの必要性等を追記する。

主な対策

課題
①

課題
②

課題
③

課題
④

今後の進め方
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